
鍛
硫
積
金
祇
中
規
則
書

古
語
に
い
わ
く
遠
き
恵
な
き
と
き
は
か
な
ら
す
近
き
憂
あ
り
と
ま
た
い
わ

ス
ク
ナ
ム
ペ

く
約
を
も
っ
て
是
を
失
す
る
も
の
鮮
し
と
宜
な
る
か
な
遠
き
恵
は
倹
約

キ
ウ

を
守
る
に
し
く
は
な
し
小
人
究
す
れ
は
側
を
な
し
倉
嘆
充
て
職
節
お
こ
る

》
）
と
人
情
の
常
也
さ
れ
は
我
身
の
分
限
を
し
り
箸
を
省
き
倹
約
を
守
れ
は

コ
マ

暮
し
方
に
困
ら
す
暮
し
方
に
困
ら
さ
れ
は
お
の
す
か
ら
貧
る
心
少
く
な
り

て
世
を
害
せ
す
世
を
害
せ
さ
る
は
人
間
第
一
の
心
得
也
ま
た
仁
義
に
こ
こ

ろ
さ
す
も
除
財
な
か
れ
は
及
ひ
か
た
き
声
）
と
あ
り
故
に
倹
約
は
仁
義
を
お

モ
ト

こ
な
ふ
の
源
に
し
て
家
内
和
合
子
孫
長
久
の
基
也
予
い
ま
同
志
の
輩
を
議

し
無
益
の
費
用
を
省
き
あ
ま
れ
る
所
の
小
財
を
積
み
て
大
と
な
し
も
っ
て

非
常
を
袖
ひ
親
あ
る
も
の
は
孝
養
の
手
醤
と
し
男
子
あ
る
も
の
は
教
育
の

資
と
な
し
女
子
あ
る
も
の
は
縁
附
の
用
意
と
し
奉
公
人
厄
介
は
こ
れ
を
も

っ
て
世
態
を
も
つ
と
き
の
元
手
と
し
蔑
事
さ
し
つ
か
へ
な
き
人
は
陰
徳
を

施
し
知
昔
懇
意
の
難
儀
を
救
ひ
ま
た
幼
院
病
院
畢
校
な
と
に
寄
附
す
る
等

す
へ
て
無
益
の
費
を
省
き
て
有
益
の
資
に
備
へ
る
こ
と
を
常
を
心
か
け
な

は
人
間
の
本
分
を
誰
す
に
到
ら
す
と
も
不
知
不
識
吾
身
の
幸
而
を
ま
ね
く

ハ
ツ端

と
も
な
り
な
ん
か
と
柳
の
誰
を
結
ひ
て
速
慮
誌
と
誰
く
此
講
に
辿
る
も

ワ
ロ
カ

の
家
内
婦
女
子
に
至
る
ま
て
此
意
を
忘
却
す
る
事
な
か
れ
と
愚
な
る
筆
を

染
て
序
と
す

踊
分
而
無
求
事
不
費
財
而
積
陰
徳
者
自
得
頑
駕

一
日
に
一
時
つ
つ
の
朝
起
は
月
に
五
日
の
長
生
と
し
れ

119

セ
ク
イ

ア
ヤ
ウ
サ

凡
何
の
職
業
に
拘
ら
す
人
の
世
態
に
は
多
少
の
危
を
帯
ひ
さ
る
は
な
、
Ｉ
）
さ
す

れ
は
貧
富
貴
賎
を
撰
ま
す
必
す
非
常
の
備
へ
な
か
る
ぺ
か
ら
す
今
同
志
数
輩

ナ
シ

と
は
か
り
て
積
金
牡
，
函
‐
を
結
ひ
細
流
曾
杜
と
銃
け
各
人
自
己
の
椎
を
以
て
支

ヨ
リ
ド
コ
戸

シ
チ

配
す
る
事
な
く
道
理
を
以
て
擬
‐
と
し
規
則
を
以
て
主
と
し
曾
局
を
立
て
質

ミ
セ店

を
ひ
ら
き
砥
‐
、
Ｉ
人
撰
し
て
局
長
並
支
配
人
を
お
き
吐
中
の
積
金
を
も
っ
て

質
元
金
に
用
ひ
得
る
所
の
利
益
を
も
っ
て
諸
雑
用
を
引
去
り
其
除
を
年
穴
積

み
貯
へ
第
十
一
ヶ
年
毎
に
後
に
誌
せ
る
甲
乙
丙
の
法
に
随
ひ
て
積
金
吐
中
へ

わ
た
し
其
除
益
を
も
っ
て
局
長
支
配
人
等
の
給
分
並
諸
合
就
中
の
請
合
料
を

柳
ひ
其
除
を
本
局
非
常
の
備
金
に
積
を
き
る
し
非
常
の
災
害
に
逢
ふ
と
も
積

カ
ケ

金
祇
，
、
‐
は
勿
論
諸
合
牡
中
に
も
損
失
を
開
さ
る
を
期
す
東
京
の
あ
る
一
商
家
の

隠
居
某
近
隣
の
小
民
の
魚
に
積
金
誌
を
結
ひ
て
遠
慮
誌
と
銃
く
今
吾
輩
の
此

畢
も
亦
大
略
其
意
に
微
へ
り
叉
其
は
し
め
に
記
せ
る
文
の
大
意
を
》
）
‐
聖
に
誌

し
て
耐
中
の
奉
公
人
並
に
婦
女
子
等
を
し
て
必
須
の
饗
用
を
減
し
て
蓄
財
を

オ
ゴ
よ
り

求
む
ぺ
妾
ｃ
に
は
あ
ら
す
只
無
盆
の
飲
食
無
要
の
虚
飾
或
は
怠
慢
に
時
間
を
費

ド
ク
ー
、
マ
ー
、
マ

ー
プ
ソ

し
遊
興
に
財
寅
を
乗
る
如
き
其
身
を
毒
る
虎
の
の
費
用
を
稗
し
て
災
害
を
防

ク
ス
ケ

サ
ト

く
の
資
と
な
す
可
き
を
垂
祁
す
の
み

遠
慮
誌
序
文



よ
り
金
を
借
る
こ
と
を
許
さ
す

ア
ナ
ガ
チ

但
時
貸
時
借
等
は
弧
に
此
規
則
に
拘
泥
す
る
あ
ら
｛
９

－
奉
公
人
は
勿
論
支
配
人
た
り
と
も
給
金
前
貸
を
禁
す
も
し
止
一
）
と
を
得
さ

る
事
あ
る
と
き
は
必
局
長
の
指
圃
に
従
ふ
へ
し

一
積
金
の
危
険
は
諸
合
吐
中
に
て
引
請
曾
局
よ
り
印
蓋
を
請
取
る
を
も
っ
て

積
金
吐
中
は
固
よ
り
曾
局
の
成
否
に
も
開
せ
さ
れ
は
局
事
に
配
慮
す
へ
き

に
は
非
と
い
へ
と
も
十
口
以
上
積
金
す
る
人
は
金
高
も
少
か
ら
さ
れ
は
本

局
に
来
て
諸
帳
面
を
検
査
す
る
｝
）
と
随
意
た
る
へ
し

甲
法
積
金
以
下
三
法
と
も
第
十
一
ヶ
年
の
終
を
も
っ
て
浦
期
と
す

毎
月
金
壷
雨
宛
出
金

初
年
金
拾
試
雨

第
二
金
二
拾
五
両
ト
永
八
百
文

第
三
金
四
拾
壷
雨
ト
永
六
百
七
拾
文

第
四
金
五
拾
九
両
ト
永
九
百
試
拾
文

第
五
金
八
拾
両
ト
永
九
百
零
八
文

第
六
金
百
零
五
両
ト
永
四
拾
四
文

第
七
金
百
三
拾
試
雨
ト
永
八
百
文

第
八
金
百
六
拾
四
両
ト
永
七
百
廿
文

第
九
金
武
百
零
壷
雨
ト
永
四
百
廿
八
文

第
十
金
試
百
四
拾
三
両
ト
永
六
百
四
十
二
文

1２０

千
葛
の
｝
）
か
ね
も
元
は
一
銭
の
ち
り
そ
つ
も
り
て
山
と
成
ぬ
る

以
上
遠
慮
誌
の
文
な
り

積
金
祇
中
規
則

一
元
金
を
出
し
積
金
の
危
害
を
請
合
者
を
諸
合
吐
中
と
銃
け
曾
局
に
い
か
や

う
の
災
害
あ
り
と
も
諸
合
危
中
の
出
金
を
も
っ
て
之
を
償
ひ
決
し
て
積
金

杜
中
に
損
亡
を
お
よ
ほ
す
こ
と
な
し

一
諸
合
牡
中
は
十
一
ヶ
年
の
間
脱
冠
す
る
こ
と
能
は
す
但
之
を
他
に
談
る
は

勝
手
次
第
た
る
べ
し

一
後
に
誌
せ
る
甲
乙
丙
之
法
に
従
て
積
金
す
る
人
を
積
金
危
中
と
な
つ
く
積

金
吐
中
も
し
中
途
に
し
て
脱
祇
を
欲
す
る
人
は
積
金
総
高
を
総
日
数
に
割

附
平
均
一
年
一
割
五
分
の
利
〔
三
百
六
十
五
日
を
以
て
一
年
と
す
〕
を
添

て
取
去
る
へ
し

但
一
ヶ
年
銀
二
十
匁
の
手
数
を
引
去
り
且
甲
法
は
初
年
無
利
足
乙
法
は

三
十
両
の
外
一
初
年
無
利
足
丙
法
は
端
金
三
両
を
引
初
年
に
は
利
を
加
ふ

何
れ
も
利
に
加
へ
た
る
利
を
得
ぺ
か
ら
す

叉
之
を
他
に
該
る
は
随
意
た
る
へ
し

オ
モ

但
積
金
は
特
に
焼
失
備
金
を
も
っ
て
主
意
と
な
す
か
故
に
も
し
火
災
に

あ
へ
る
人
其
積
金
の
請
取
事
を
欲
せ
は
定
約
取
高
の
割
合
を
も
っ
て
之

を
わ
た
す
へ
し
其
除
の
災
害
は
無
事
脱
吐
の
例
に
お
な
し

一
諸
合
祇
中
積
金
吐
中
と
も
其
出
金
を
引
営
に
し
或
は
引
富
物
な
し
に
本
局



第
八
金
二
百
五
十
三
両
ト
永
八
百
二
十
七
文

館
九
金
三
百
零
三
雨
ト
永
九
百
零
一
文

第
十
金
三
百
六
十
一
両
ト
永
四
百
八
十
六
文

第
十
一
金
四
百
二
十
七
両
ト
永
七
百
零
八
文

右
満
期
取
高

第
十
二
金
五
百
零
三
雨
ト
永
八
百
六
十
四
文

第
十
三
金
五
百
九
十
一
両
ト
永
四
百
四
十
三
文

第
十
四
金
六
百
九
十
二
両
ト
永
百
五
十
九
文

第
十
五
金
八
百
零
七
両
ト
永
七
百
九
十
八
文

第
十
六
金
九
百
四
十
一
雨
ト
永
百
七
十
九
文

第
十
七
金
千
零
九
拾
四
両
ト
永
三
百
五
十
五
文

第
十
八
金
千
二
百
七
十
両
ト
永
五
百
零
八
文

第
十
九
金
千
四
百
七
十
三
両
卜
永
八
十
四
文

第
二
十
金
千
七
百
零
六
雨
ト
永
四
十
六
文

右
甲
乙
の
二
法
は
閏
月
の
積
金
を
も
っ
て
積
金
請
取
方
の
饗
用
に
充
一
ヶ
年

銀
二
十
匁
に
富
る

丙
法
積
金

初
月
金
百
三
両
出
金
十
一
ヶ
年
置
居

第
一
金
百
拾
五
両

第
二
金
百
三
拾
二
両
ト
永
二
十
五
文

1２１

第
十
一
金
武
百
九
拾
試
雨
ト
永
百
八
拾
八
文

右
満
期
取
高

第
十
二
金
三
百
四
拾
八
両
ト
永
拾
六
文

第
十
三
金
四
百
十
試
雨
ト
永
二
百
十
二
文

第
十
四
金
四
百
八
拾
六
両
ト
永
五
拾
三
文

第
十
五
金
五
百
七
拾
雨
ト
永
九
十
六
文

第
十
六
金
六
百
六
拾
八
両
ト
永
六
百
文

第
十
七
金
七
百
八
拾
両
卜
永
八
百
九
拾
文

第
十
八
金
九
百
十
両
ト
永
試
拾
三
文

第
十
九
金
千
零
五
拾
八
両
ト
永
七
拾
六
文

第
二
十
金
千
零
武
百
誠
拾
九
両
ト
永
五
百
七
拾
四
文

乙
法
積
金

初
月
金
三
十
両
出
金
第
二
ヶ
月
目
よ
り
毎
月
金
宣
雨
宛
出
金

第
一
金
四
十
五
両
試
分

第
二
金
六
十
四
両
ト
永
三
百
廿
五
文

第
三
金
八
十
五
雨
ト
永
九
百
七
十
三
文

第
四
金
百
十
雨
ト
永
八
百
六
十
八
文

第
五
金
百
三
十
九
両
ト
永
四
百
九
十
八
文

第
六
金
百
七
十
試
雨
ト
永
四
百
二
十
二
文

第
七
金
武
百
十
両
ト
永
二
百
八
十
五
文



二
十
一
ヶ
年
目
〔
金
試
千
百
六
十
四
両
卜
永
四
百
四
拾
一
文
〕

ア
シ

甲
乙
一
一
法
は
閏
月
の
出
金
を
以
て
総
て
の
手
数
料
に
充
れ
と
も
丙
法
は
閏
月

の
出
金
な
き
か
故
に
一
初
月
金
一
一
一
両
出
し
そ
の
金
三
両
を
十
一
ケ
年
間
の
手
数

料
と
し
て
引
去
り
金
百
両
を
以
て
元
金
と
立
て
勘
定
す

今
此
祇
中
を
結
ふ
主
意
は
吾
輩
み
す
か
ら
元
金
を
出
し
て
自
己
の
積
金
を
保

守
し
且
吐
中
の
春
族
並
奉
公
人
を
し
て
無
要
の
費
を
省
き
て
非
常
に
備
へ
し

め
ん
と
す
る
の
意
の
み
（
故
に
諸
合
杜
中
は
元
金
批
中
を
も
蕪
る
も
の
也
）

さ
れ
と
も
危
外
の
人
と
い
へ
と
も
之
を
望
む
人
は
入
牡
す
る
》
）
と
随
意
た
る

へ
し
但
他
家
の
奉
公
人
は
そ
の
主
家
よ
り
の
言
こ
み
に
あ
ら
さ
れ
は
入
吐
を

許
さ
す

コ
ト
ゴ
ト

凡
入
斌
を
欲
す
る
人
は
此
規
則
書
を
熱
覧
し
て
威
く
承
認
す
る
の
蓋
を
牡

中
性
名
錐
に
取
妾
や
く
へ
し

以
上

〔
注
〕
細
流
歯
砥
秋
金
献
中
規
則
書
判
紙
判
本
文
九
丁

本
書
に
は
刊
年
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
治
七
年
一
月
改
正
「
細
流
酋

杜
秋
金
武
中
規
則
書
」
巻
末
に
「
明
治
四
辛
未
年
十
二
月
、
同
七
申
成
年

一
月
改
正
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
治
四
年
十
二
月
に
刊
行
さ
れ
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
「
細
流
曾
吐
秋
金
就
中
規
則
番
」
は
、
明
治
七
年

一
月
（
金
高
の
数
え
方
を
回
に
変
更
、
利
率
の
引
下
げ
等
を
改
正
）
、
明
治
十

年
一
月
（
文
章
訂
正
袖
飾
の
象
）
、
明
治
十
二
年
一
月
（
利
率
の
引
下
げ
、

満
期
女
限
の
短
縮
等
広
範
囲
に
及
び
改
正
）
に
各
六
改
正
さ
れ
た
。
明
治
四

年
刊
本
、
明
治
七
年
刊
本
、
明
治
十
一
一
年
刊
本
を
所
蔵
。

Im2I2

第
三
金
百
五
十
二
両
ト
永
八
十
七
文

第
四
金
百
七
拾
四
両
ト
永
九
百
文

第
五
二
百
零
一
雨
ト
永
百
三
十
五
文

第
六
金
二
百
三
十
一
両
卜
永
三
百
零
五
文

第
七
金
二
百
六
拾
六
両

第
八
金
三
百
零
五
雨
ト
永
九
百
文

第
九
金
三
百
五
拾
一
両
ト
永
七
百
八
十
五
文

第
十
金
四
百
零
四
両
ト
永
五
百
五
拾
二
文

第
十
一
金
四
百
六
拾
五
両
ト
永
二
百
三
拾
四
文

甲
法
同
断

第
十
二
金
五
百
三
拾
五
両
ト
永
拾
九
文

第
十
三
金
六
百
十
五
両
ト
永
二
百
七
拾
一
文

第
十
四
金
七
百
零
七
両
ト
永
五
百
六
拾
一
文

第
十
五
金
八
百
拾
三
両
ト
永
六
百
九
拾
五
文

第
十
六
金
九
百
三
拾
五
両
ト
永
七
百
四
拾
九
文

第
十
七
金
千
零
七
拾
六
両
ト
永
百
十
一
文

第
十
八
金
千
誠
百
三
十
七
両
ト
永
五
百
武
拾
七
文

第
十
九
金
千
四
百
誠
拾
三
両
ト
永
百
五
拾
六
文

第
二
十
金
千
六
百
三
十
六
両
ト
永
六
百
誠
拾
九
文

第
廿
一
金
千
八
百
八
拾
気
雨
ト
永
百
気
十
三
文


